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環
　
境

皆
さ
ん
の
「
も
っ
た
い
な
い
」

取
り
組
み
を
募
集
し
ま
す

ID 10054401
も
っ
た
い
な
い
４
コ
マ
ま
ん
が
コ
ン

ク
ー
ル

▼
募
集
内
容　
自
分
の
生
活
の
中
で 

「
も
っ
た
い
な
い
」
と
感
じ
て
い
る
こ

と
、
実
行
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
表
現

し
た
４
コ
マ
ま
ん
が（
１
人
３
点
ま
で
）。

▼
対
象　
市
内
在
住
か
通
勤
通
学
者
。

▼
申
込
期
限　
８
月
31
日
（
必
着
）。

2
も
っ
た
い
な
い
Ａア

ワ

ー

ド

Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｄ

▼
募
集
内
容　
「
ひ
と
・
も
の
・
ま
ち
」

を
大
切
に
す
る
も
っ
た
い
な
い
運
動
に

取
り
組
ん
で
い
る
個
人
・
団
体
。

▼
申
込
期
限　
７
月
30
日
（
必
着
）。

■
賞　
1
最
優
秀
賞
１
点
、
優
秀
賞
２

点
、
特
別
賞
５
点
程
度
2
会
長
賞
１
人 

（
団
体
）・特
別
賞
若
干
名
。９
月
上
旬
に 

市
も
っ
た
い
な
い
運
動
市
民
会
議
URL1

で
発
表
。入
賞
者
へ
は
文
書
で
通
知
し
、

賞
状
と
副
賞
を
進
呈
。

■
申
込
方
法　
市
も
っ
た
い
な
い
運
動

市
民
会
議
事
務
局
（
市
役
所
12
階
・
環

境
政
策
課
内
）
ま
た
は
各

・

・

に
置
い
て
あ
る
応
募
用
紙
（
市
も
っ
た

い
な
い
運
動
市
民
会
議
URL1

か
ら
も
取

り
出
し
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、
直

接
ま
た
は
送
付・Ｅ
メ
ー
ル（
2
は
フ
ァ

ク
ス
も
可
）
で
、
〒
320－

8540
市
も
っ
た

い
な
い
運
動
市
民
会
議
事
務
局
（
環
境

政
策
課
内
）
☎（
632
）２
４
０
９
、

（
632
）３
３
１
６
、

m
ottainai

＠city.
utsunom

iya.tochigi.jp

へ
。

緑
の
あ
る
生
活
を
送
ろ
う

緑
化
講
習
会

ID 10150801
ア
ク
ア
ゼ
リ
ー
で
作
る
観
葉
植
物
の

寄
せ
植
え

▼
期
日　
７
月
20
日（
火
）。

▼
会
場　
姿
川

（
西
川
田
町
）。

▼
費
用　
１
５
０
０
円
（
材
料
費
）。

▼
申
込
期
間　
７
月
５
～
16
日
。

2
リ
ー
ス
型
プ
ラ
ン
タ
ー
の
寄
せ
植
え

▼
期
日　
７
月
31
日（
土
）。

▼
会
場　
豊
郷

（
岩
曽
町
）。

▼
費
用　
２
５
０
０
円
（
材
料
費
）。

▼
申
込
期
間　
７
月
５
～
27
日
。

■
時
間　
午
前
10
時
～
正
午
。

■
対
象　
市
内
在
住
か
通
勤
通
学
者
。

■
定
員　
各
先
着
20
人
。

■
申
込
方
法　
電
話
で
、
景
観
み
ど
り

課
☎（
632
）２
８
８
５
へ
。

河
川
を
守
ろ
う

７
月
は

河
川
愛
護
月
間
で
す

ID 1006161
　
地
域
の
河
川
は
自
分
た
ち
で
守
ろ
う

と
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
河
川
愛
護

グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
、
市
内
の
各
河
川

で
清
掃
美
化
活
動

を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

現
在
、
55
の
グ

ル
ー
プ
（
市

か

ら
閲
覧
可
）
が
市

河
川
愛
護
会
に
登
録
し
、
活
動
費
の
一

部
助
成
や
清
掃
に
必
要
な
消
耗
品
の
支

給
を
受
け
な
が
ら
、
河
川
の
清
掃
・
除

草
・
花
の
植
栽
な
ど
の
河
川
愛
護
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
河
川
愛
護
会
の
活
動
や
参
加
方
法
に

つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
河
川
愛
護
会
事 

務
局（
河
川
課
内
）☎（
632
）２
６
８
９
へ
。

粗
大
ご
み
を
修
理
し
た

自
転
車
や
家
具
の

再
生
品
を
提
供
（
有
料
）

ID▼
日
時　
７
月
16
日
ま
で
、
午
前
9
時

～
午
後
5
時
。
公
開
抽
選
日
は
７
月
17

日
午
前
10
時
～
。

▼
会
場　
環
境
学
習
セ
ン
タ
ー
（
茂
原

町
）。

▼
申
込
方
法　
宇
都
宮
市
・
上
三
川
町
・

下
野
市
石
橋
地
区
在
住
の
18
歳
以
上
の

本
人
が
直
接
、
受
け
付
け
へ
。
ま
た
は

環
境
学
習
セ
ン
タ
ー
URL2

か
ら
展
示
品

を
確
認
し
、
専
用
フ
ォ
ー
ム
に
必
要
事

項
を
入
力
。
1
人
２
点
ま
で
。

問
環
境
学
習
セ
ン
タ
ー
☎（
655
）６
０ 

３
０

安
心
・
安
全

山
地
災
害
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

ID
　
急
な
豪
雨
や
台
風
の
上
陸
な
ど
に
よ

り
、
山
地
崩
壊
や
地
す
べ
り
な
ど
の
山

地
災
害
が
懸
念
さ
れ
る
季
節
と
な
り
ま

し
た
。
事
前
に
避
難
経
路
や
避
難
場
所

を
確
認
し
、
危
険
を
感
じ
た
ら
す
ぐ
に

住まい・環境・安全・交通

ラジコンヘリコプターで水稲への薬剤散布を実施
ID 1006921

▼期間　７月下旬～８月中旬。
▼�時間　午前５時～正午。幹線道路・住宅近隣地などは早朝に散布。
▼�対象地区　平石・豊郷・清原・城山・国本・富屋・篠井・河内・上

河内地区。
▼�注意事項　散布の際は薬剤の飛散防止など、安全の確保に十分配

慮しますが、散布中は散布区域に立ち入らないでください。
▼�その他　日程については、決定次第、該当地区の各 に掲示する他、

市 ・JAうつのみや URL3に掲載します。雨天・強風などで実施困
難の場合は、翌日に順延します。
問�JAうつのみや米麦課☎（625）3388、農林生産流通課☎（632）

2466
URL1　https://www.u-mottainai.com/
URL2　https://www.utsunomiya-miraikan.com/
URL3　https://www.jau.or.jp/
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住
ま
い
・
環
境

安
全
・
交
通

本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝地区市民センター、 ＝出張所、
＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

避
難
し
ま
し
ょ
う
。

問
農
林
生
産
流
通
課
☎（
632
）２
４
７
７
、 

県
県
東
環
境
森
林
事
務
所
森
づ
く
り
課

☎
０
２
８
５（
81
）９
０
０
５

も
し
も
の
備
え
を

学
び
ま
せ
ん
か

応
急
手
当
講
習
会

ID 1003342▼
日
時　

８
月
８
日（
日
・
祝
）午
前

９
時
～
10
時
。

▼
会
場　
中
央
消
防
署（
大
曽
２
丁
目
）。

▼
内
容　
心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自

動
体
外
式
除
細
動
器
）
使
用
法
な
ど
の

普
通
救
命
講
習
。
再
講
習
も
可
。

▼
定
員　
先
着
20
人
。

▼
申
込
開
始　
７
月
３
日
午
前
９
時
。

▼
申
込
方
法　
直
接
ま
た
は
電
話
で
、

中
央
消
防
署
☎（
625
）３
４
５
３
へ
。

▼
そ
の
他　
講
習
会
当
日
ま
で
に
、
パ

ソ
コ
ン
な
ど
で
、
応
急
手
当
Ｗウ

ェ

ブ
Ｅ
Ｂ
講

習
（
ｅ

－

ラ
ー
ニ
ン
グ
）
の
事
前
学
習

（
市

か
ら
受
講
可
）を
お
願
い
し
ま
す
。

食
品
安
全
懇
話
会
委
員
を

募
集
し
ま
す

ID 1020860▼
任
期　
10
月
1
日
～
令
和
５
年
９
月

30
日
。

▼
内
容　
年
２
回
程
度
開
催
す
る
会
議

に
出
席
し
意
見
を
述
べ
る
。

▼
対
象　
市
内
に
1
年
以
上
在
住
す
る

20
歳
以
上
の
人
。
た
だ
し
、
市
の
他
の

附
属
機
関
の
委
員
や
公
務
員
は
除
く
。

▼
申
込
期
限　
７
月
30
日
（
必
着
）。

▼
申
込
方
法　
生
活
衛
生
課（
竹
林
町・

保
健
所
内
）
ま
た
は
各

・

な
ど
に

置
い
て
あ
る
応
募
用
紙
（
市

か
ら
も

取
り
出
し
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、

直
接
ま
た
は
送
付
で
、
〒
321－

0974
竹
林

町
972
、
保
健
所
生
活
衛
生
課
へ
。

▼
そ
の
他　
選
考
な
ど
、
詳
し
く
は
、

生
活
衛
生
課
☎（
626
）１
１
１
０
へ
。

悠
久
の
丘
で
の
火
葬
に
伴
う

副
葬
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

ID 1004814
　
ひ
つ
ぎ
の
中
に
納
め
る
副
葬
品
は
、

火
葬
の
際
に
焼
骨
を
傷
め
る
こ
と
や
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
の
有
害
物
質
が
発
生

す
る
原
因
な
ど
に
も
な
り
ま
す
の
で
、

控
え
て
く
だ
さ
い
。

■
特
に
ご
遠
慮
い
た
だ
き
た
い
副
葬
品

▼
焼
骨
の
損
傷
（
変
色
な
ど
）
や
有
害

物
質
の
発
生
の
原
因
と
な
る
も
の　
化

学
合
成
繊
維
の
洋
服
や
寝
具
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ビ
ー
ズ
製
枕
な
ど
の
ビ
ニ
ー

ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
ナ
イ
ロ
ン
・
ポ

リ
エ
ス
テ
ル
・
化
学
合
成
繊
維
製
品
。

▼
焼
骨
へ
の
焼
け
付
き
・
爆
発
の
恐
れ

が
あ
る
も
の　
時
計
、
メ
ガ
ネ
な
ど
の

ガ
ラ
ス
製
品
、貴
金
属
製
品
、ス
プ
レ
ー

缶
、
ラ
イ
タ
ー
、
電
池
な
ど
の
危
険
物
。

▼
火
葬
の
妨
げ
と
な
る
燃
え
に
く
い
も

の　
厚
い
書
籍
、
多
量
の
ド
ラ
イ
ア
イ

ス
、
果
物
な
ど
。

▼
そ
の
他
の
副
葬
品　
火
葬
に
伴
い
危

険
が
あ
る
も
の
。

■
そ
の
他　
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
を
使
用

し
て
い
た
場
合
は
、
必
ず
火
葬
前
に
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

問
悠
久
の
丘
☎（
649
）１
１
５
０
、
生

活
安
心
課
☎（
632
）２
８
６
６

土地区画整理事業地内の宅地（保留地）を
販売します

▼販売方法　抽選による公売。
▼抽選日　７月20日（火）。
▼�抽選時間　1午前11時～。受け付けは午前10時30分～

10時45分2午後２時～。受け付けは午後１時15分～１
時45分3午後３時45分～。受け付けは午後３時～３時
30分。
▼抽選会場　市役所14階大会議室。
▼物件・地積・公売価格など　下の表の通り。
▼�申込期間　７月５～ 18日、午前8時30分～午後5時

15分（土・日曜日は午後5時まで）。ただし、郵送の場合、
７月12日（消印有効）まで。
▼�申込方法　各窓口に置いてある買受申込書（市 から

も取り出し可）に必要事項を書き、直接または郵送で、
〒320－8540市役所1東部区画整理事業課（市役所
10階）23西部・北部区画整理事業課（市役所10階）へ。
▼�その他　詳しくは、各窓口に置いてある「宅地販売の

ご案内」または市 をご覧になるか、1東部区画整理
事業課☎（632）26442西部・北部区画整理事業課☎

（632）28543☎（632）2636へお問い合わせください。
番号 地積（㎡） 公売価格 特　　徴

1
宇都宮大
学東南部
第１

623 231.21 1,967万5,971円
南東側６ｍ道路・
北東側８ｍ道路
の角地

656 264.11 2,205万3,185円 南東側６ｍ道路・
北西側４ｍ道路

2
岡本駅西

223 114.54 594万4,626円
北側８ｍ道路・
西側６ｍ道路の
角地

228 172.93 980万5,131円 西側６ｍ道路
229 296.95 1,832万1,815円 西側16ｍ道路

3
鶴田第２

183 186.92 1,620万5,964円 南側６ｍ道路
196 161.95 1,336万0,875円 北側６ｍ道路
209 195.56 1,613万3,700円 北側６ｍ道路
215 199.32 1,644万3,900円 北側６ｍ道路

※196・215の地積、公売価格は変更になる場合があります。

ID 1012093
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住まい・環境・安全・交通

交
　
通

７
月
は
バ
ス
車
内
事
故
防
止

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間

ID
　

バ
ス
走
行
中
に
座
席
を
離
れ
る
と
、

転
倒
な
ど
で
思
わ
ぬ
け
が
を
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
降
り
る
際
に
は
、
バ
ス
が

停
留
所
に
着
い
て
完
全
に
止
ま
り
、
扉

が
開
い
て
か
ら
座
席
を
離
れ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
バ
ス
は
や
む
を
得
ず
急
ブ

レ
ー
キ
を
か
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ご
利
用
の
際
は
、
つ
り
革
や
手
す
り
な

ど
に
し
っ
か
り
つ
か
ま
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
交
通
政
策
課
☎（
632
）２
１
６
０

住
ま
い

市
営
住
宅
の
入
居
者

７
月
の
募
集

ID 1005656▼
受
付
日
時　
７
月
７
日
ま
で
、
午
前

９
時
～
午
後
６
時
。

▼
受
付
会
場　
宇
都
宮
市
営
住
宅
管
理

セ
ン
タ
ー（
中
央
1
丁
目・東
急
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
）。

▼
抽
選
会　
７
月
９
日（
金
）。

▼
そ
の
他　
募
集
住
宅
や
入
居
申
込
資

格
・
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
、
宇
都
宮
市

営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
、
各

・

な
ど

に
置
い
て
あ
る
「
入
居
申
込
案
内
」「
市

営
住
宅
入
居
者
募
集
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
宇
都
宮
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
☎

（
678
）８
８
６
１
、
住
宅
政
策
課
☎（
632
） 

２
５
５
３

７
月
は

下
水
道
接
続
促
進
強
化
月
間

下
水
道
へ
の
早
期
接
続
を

ID 1002587
　
公
共
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ

た
地
域
で
は
、
生
活
排
水
な
ど
は
遅
滞

な
く
、
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
は
３
年
以

内
に
水
洗
ト
イ
レ
に
改
造
し
、
下
水
道

へ
接
続
す
る
こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
本
市
で
は
、
下
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で
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下
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。
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現
在
、「
井
戸
水
」（
松
風
台
専
用
水

道
を
含
む
）
を
使
用
し
て
い
る
一
般
家

庭
の
下
水
道
使
用
料
は
、
使
用
人
数
に

基
づ
き
算
定
し
て
い
ま
す
。
井
戸
水

使
用
の
中
止
や
使
用
人
数
の
変
更
が

あ
っ
た
場
合
は
、
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎（
633
）１
３
０
０
へ
。

自転車を正しく賢く利用しましょう
　自転車は気軽で便利な乗り物ですが、
歩道などに置かれると、歩行者や自転車
の通行を妨げるだけでなく、交通事故の
原因にもなります。
　きちんと駐輪場を利用しましょう。
■市営駐輪場
▼�利用料金　４時間まで=無料。４時間

超= １日１回100円。
　定期料金では学生割引が受けられま
す（学生割引の対象者＝小中学生、高
校生、大学生、専門学校生など）。
■放置自転車
　中心市街地や鉄道駅周辺は、市の条例
に基づく自転車放置禁止・規制区域に指
定されており、歩道などに自転車を放置
することを禁止しています。
　放置自転車は、中央１丁目駐輪場（右
上の図）で90日間保管します。なお、
自転車の返還を受ける際には、撤去と保
管の費用として、2,710円が必要です。
問道路保全課☎（632）2513

レンタサイクルを利用しよう
　駅から駅、街から街への移動にはレンタサイ
クルがとても便利です。
▼利用時間　午前８時～午後９時（当日返却）。
▼�駐輪場名・問い合わせ先　ＪＲ宇都宮駅西口☎（621）71

12、ＪＲ宇都宮駅東口第１☎（635）0859、ＪＲ宇都宮
駅東口第２☎（635）9722、中央１丁目☎（635）6843、
中央小学校北☎（637）7918、ＪＲ鶴田駅☎（636）37
25、ＪＲ雀宮駅東口☎（653）2241、ＪＲ岡本駅西口☎

（671）0201（返却は８カ所のいずれの駐輪場でも可）。
▼利用対象　原則、中学生以上。
▼�利用料金　普通自転車・電動アシスト自転車＝１日１回

100円。

中心市街地周辺

中央小学校北
駐輪場

中央１丁目駐輪場
（中央１丁目保管所）

放
置
禁
止
区
域　
　

放
置
規
制
区
域

短
時
間
駐
輪
施
設　
　

市
営
駐
輪
場
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本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝地区市民センター、 ＝出張所、
＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

▼�犬、猫がいなくなってしまった場合は、すぐに保
健所に確認をしましょう　保健所に収容された犬・
猫を市 で掲載しています。また、市内で保護さ
れている犬・猫の情報が保健所に寄せられること
があります。
▼�犬、猫に所有明示をしましょう　迷子になってし

まった犬や猫が保護された場合、連絡先が分かれ
ば飼い主の元へ戻すことができます。
　犬、猫には迷子札（飼主氏名・電話番号などを
明記）を、犬には鑑札と狂犬病予防注射済票など
を着けましょう。また、動物愛護法の改正により、

マイクロチップの装着・登録が飼い主の努力義務
となりました。

▼�猫は完全な室内飼いが一番安心です　交通事故な
どで、県内で年間5,000頭以上の猫が命を落とし
ています。感染症など、猫にとって外には危険が
たくさんあります。猫が外で誰かにふん尿被害、
器物破損などの迷惑を掛けてい
るかもしれません。
　猫は完全な室内飼いをするよ
うにしましょう。

問生活衛生課☎（626）1108

犬、猫の飼い主さんへ ID 1005584

　お祭りなど、多くの人が参加するイベントで火災
が発生すると大きな被害につながります。多くの人
が安心してイベントに参加できるよう、イベント関
係者の皆さんは、火災予防にご協力をお願いします。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
手指消毒などのため、消毒用アルコールを使用する
機会が増えています。消毒用アルコールは取り扱い
を誤ると、火災などを引き起こす恐れがありますの
で、十分に注意してください。
■消火器の準備　消火器は、火気器具を使用する人
が準備しなければなりません。
　なお、火気器具などの設置状況に応じて、消火器を
複数の人が共同で準備することもできます。
■露店等の開設届出　届け出は、原則、露店などを
開設する人が行わなければなりません。なお、イベ
ントの主催者や露店などを統括する人が取りまとめ
て届け出ることもできます。詳しくは、右のQ&

アンド
Aを

ご覧ください。
■消毒用アルコールを設置する場合の注意
▼火気の近くでは使用しないようにしましょう。
▼�高温になると、可燃性の蒸気が発生しますので、

直射日光が当たる場所などに設置することはやめ
ましょう。
▼�詰め替えを行う場合は、通気性の良い場所や常時

換気が行える場所を選び、可燃性の蒸気を滞留さ
せないようにしましょう。
■その他　詳しくは、最寄りの消防署・分署に、事
前にご相談ください。

届け出のＱ＆Ａ
Ｑ
Ａ
　対象となるイベントは？
　��一時的に一定の場所に不特定多数の人が

集まるイベントや行事です。近親者による
バーベキューなどは対象にはなりません。

Ｑ
Ａ
　火気器具には何が含まれるの？
　��液体（ガソリン）や気体（プロパンガス）・ 

固体（炭）などの燃料を使用する器具、電
気を熱源とする器具です。具体的には、コ
ンロやストーブ、発電機、ホットプレート
などです。

Ｑ
Ａ
　どのような消火器を準備すればよいの？
　��消火器は検定の合格表示が付いた業務用

消火器を準備してください。
Ｑ
Ａ
　届け出先はどこ？
　��管轄の消防署・分署に提出してください
（届け出様式は市 から取り出し可）。

イベント時の火災事故防止にご協力ください
問消防局予防課☎（625）5506

　消防法令の一部改正により、令和元年10月１日
から、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置
が義務化されています。

ID 1016160
問消防局予防課☎（625）5506

／  飲食店を経営する皆さんへ  ／

／  イベント関係者の皆さんへ  ／

以下の装置があれば消火器の設置は免除できます

飲食店

はい

ガスコンロ

いいえ 設置義務
なし

設置義務
あり

調理油過熱防止装置

立ち消え防止安全装置

火を使用する
設備または
器具がある？ ただし

▼調理油過熱防止装置
▼自動消火装置（火災を感知し
消火薬剤で自動消火する
もの）
▼その他の危険な状態の発生の
防止および発生時における
被害を軽減する安全機能を
有する装置（例　圧力感知
安全装置）

以下の装置があれば消火器の設置は免除できます

飲食店

はい

ガスコンロ

いいえ 設置義務
なし

設置義務
あり

調理油過熱防止装置

立ち消え防止安全装置

火を使用する
設備または
器具がある？ ただし

▼調理油過熱防止装置
▼自動消火装置（火災を感知し
消火薬剤で自動消火する
もの）

▼その他の危険な状態の発生の
防止および発生時における
被害を軽減する安全機能を
有する装置（例　圧力感知
安全装置）

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務化されています

＼知っておきたい／

皆さんが安心して暮らすために

ID 1003275

ただし


